
高齢者の保健事業の進捗状況

➢高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 実施状況

➢令和５年度 一体的実施実施状況調査（案）
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高齢者の保健事業のあり方検討ワーキンググループ



高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施

⚫ 広域連合が高齢者保健事業を国民健康保険保健事業及び介護予防の取組と一体的に実施する取組
が令和２年４月から開始された。

⚫ 広域連合は、その実施を構成市町村に委託することができる。

医
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被用者保険
（健保組合、協会けんぽ）

○ほぼ健康診査のみ

後期高齢者医療
（広域連合）

国民健康保険
（市町村）

○特定健診、特定保健指導

○重症化予防（糖尿病対策等）等

７５歳

６５歳

介護保険の介護予防等
（市町村）

事業の接続が必要

○一般介護予防事業
（住民主体の通いの場）等

フレイル状態に
着目した疾病予
防の取組が必要

退職等

▼保健事業と介護予防の現状と課題 ▼一体的実施イメージ図

保健事業 介護予防の事業等

生活機能
の改善

疾病予防・
重症化予防

かかりつけ医等

通いの場等
への関与

アウトリー
チ支援等

・ 栄養・口腔・服薬の訪問
相談・保健指導等

・ 糖尿病対策等生活習慣病
の重症化予防 等

地域を担当する

医療専門職※

企画調整を行う

医療専門職※

※新たに配置

・ 介護予防の通いの場等に
おいて、運動・栄養・口腔
のフレイル予防

・ 通いの場等において、高
齢者の全身状態を把握 等

○令和４年度の実施済みの市町村は 1,072市町村、全体の約62％

○令和６年度には 1,667市町村、全体の約96％の市町村で実施の目途が立っている状況。

○令和６年度までに全ての市町村において一体的な実施を展開することを目指す。

一体的実施実施状況調査（令和４年11月時点）
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（令和４年度一体的実施実施状況調査）
都道府県別の一体的実施の実施状況及び実施予定

⚫ 一体的実施の実施状況及び実施予定は都道府県による差が生じており、令和６年度までにすべての市町村での実施
の目途が立っている都道府県がある一方、実施予定なしが１割を超える都道府県は６県であった。

（N=1,741）
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をこのスライドで見せる。

出典：令和４年度一体的実施実施状況調査（市町村票）
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（令和５年７月末時点）
都道府県別の一体的実施の実施状況及び実施予定
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⚫ 令和５年度ですべての市町村で実施（予定含む）している広域連合は38（全広域連合の約81％）であった。

実施予定なし市町村は56市町村（全市町村の約3％）であった。

■実施済 ■実施予定あり ■実施予定なし 高齢者医療課調べ（令和５年７月時点）

（N=1,741）
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高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 未実施市町村について
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これまでの整理

・令和２年４月～高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

・実施市町村数は着実に増加し、令和５年７月末時点の未実施市町村数は56

（北海道、秋田、山形、東京、長野、京都、島根、鹿児島、沖縄広域連合の管内市町村）

・高確法上では、広域連合からの「委託」により広域連合から市町村に対し被保険者情報を提供することができる。

・高齢者の保健事業に関する指針では、一体的実施で求める取組として、a）KDB等を用いた課題分析 、b）高齢者に対する個別的支援

c）通いの場への積極的な関与がある。

・一体的実施に取り組むためには、ＫＤＢシステム等を活用してデータ分析を行い、地域の健康課題を把握するほか、庁内の連携を図り、

一体的実施に係る事業を企画・調整し、地域の医療関係団体との調整を図る等の企画・調整・分析・評価を行う保健師等の医療専門職

（企画調整担当医療専門職）の配置が必要となる。

（１）事業実態あり 専門職配置はあるが、企画調整がおけない ５３市町村

（２）事業実態あり 専門職は非常勤のみ、企画調整がおけない ２村

（３）事業実態なし 専門職の配置がない １村

※事業実態とは、国保保健事業・高齢者保健事業・介護予防地域支援事業の実態のことをいう。

※企画調整担当医療専門職とは、保健師・医師・管理栄養士のことをいう。

・未実施市町村の多くは、事業の実態があり、医療専門職の配置もあるもの

の、当該医療専門職を企画調整担当として配置することが困難という状況

・企画調整担当の配置要件については、原則専従としながらも一体的実施関

連業務に関与することも差し支えないこととしており、未実施市町村に対

しては、委託契約締結を促し、引き続き一体的実施の取組を推進する。

※離島等の被保険者数が著しく少ない場合や医療専門職の配置がない場合に

ついては、広域連合より別途ご相談いただく。

未実施市町村（56）の事業実態※及び企画調整担当医療専門職※配置状況 令和５年度中 対応方針（案）

⇒ 保健事業の実態があり、専門職の配置はあるが、少数の配置であり、

業務時間の不足等により、企画調整担当を配置することができない市町村

が多い。常勤の専門職の配置がない村は３村であった（いずれも離島）。



実施状況調査から見えた課題と対応
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市町村の課題 対 応

⚫ 企画・調整を担当する医療専門職の確保が困難

⚫ 地域を担当する医療専門職の確保が困難

⚫ 実施済み市町村が継続的に実施できるための支援が必要

⚫ 目標・評価指標の設定、事業評価・効果検証が難しい

⚫ 関係部署間での合意形成・庁内連携が図れない

⚫ 庁外の関係機関に何を依頼すればよいかが分からない

⚫ KDBの機能を十分理解して活用することが難しい

⚫ 特別調整交付金の交付基準の変更

⚫ 在宅保健師等の会、外部の関係機関・関係団体との連携

⚫ WEB開催を含めた研修実施、アーカイブ配信（5月,11月）

⚫ 地域単位の意見交換会・事例発表

⚫ 「高齢者の特性を踏まえたガイドライン第２版補足版」
及び事例集の公表

⚫ 「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第３
版」作成 （R５年度）

⚫ 一体的実施・KDB活用支援ツールの開発・解説書の公表
（R３年度）

⚫ 一体的実施・実践支援ツールの開発・解説書の公表
（R4年度）

⚫ 一体的実施・実践支援ツールの再構築に向けての検討
（R5年度）

広域連合の課題

⚫ 支援するマンパワーやノウハウの不足

⚫ 広域連合・都道府県・国保連等の共通理解・情報共有の
不足

⚫ 実施主体としての事業評価、進捗管理のあり方が分から
ない

⚫ データヘルス計画策定の手引きにおける、計画様式・評
価指標の標準化の推進

⚫ 手引きにおける、「他の法定計画等との調和」「関係者
が果たすべき役割」の記載の充実

⚫ 一体的実施計画書・実績報告書の集約ツールの作成及び
研究班による事業評価（R５年度）
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令和５年度 一体的実施に係る実施状況調査について
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○ 令和６年度までに全ての市町村において一体的な実施を展開することとしている。
○ 各広域連合及び市町村における実施状況及び都道府県の支援状況を捉え、事業の充実・必要な支援につなげるた

め、下記方針で令和５年度の実施状況調査を行う。

⚫ 設問の順番、構成を見直し、回答者にわかりやすい構成とする。
⚫ 昨年度の項目について、調査結果の活用性を踏まえ、項目を減らす。
⚫ 他の調査と重複、不整合がないよう留意する。

回答者の負担軽減

⚫ 一体的実施を実施中の広域連合、市町村、都道府県
✓ 過年度から引き続き、ストラクチャ（実施体制）、プロセス（実施内容）、アウトプット（実施量）等を中心とする。
✓ 最も実施の早い市町村では４年目を迎えることから、一体的実施による取組の変化（見込み）について調査。

⚫ 一体的実施を未実施・未予定の広域連合・市町村
✓ 実施準備中の市町村は課題を中心に、未予定の市町村は実施しない（できない）理由や実施に向けて必要な支援を中心に調査。

一体的実施の取組の段階に応じた調査項目の設定

⚫ 第3期データヘルス計画の標準化に向けた取り組み状況や、共通の計画様式や評価指標を活用する上での課題等を調査する項目を加
える。

⚫ 自治体での保健事業の実態（特にポピュレーションアプローチの実施状況）を把握する項目を追加する。
⚫ 今年度高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドラインの改定を予定しているため、ニーズを確認する。

その他

1 調査概要

⚫ 調査対象：全ての後期高齢者医療広域連合（47）、都道府県（47）、市町村（1,741）
⚫ 実施期間：11月配布、12月回収、12月末に集計結果（速報）、3月末に報告公表

２ 実施状況調査の見直しの観点



令和５年度 一体的実施に係る実施状況調査の調査項目
広域連合票・都道府県票

1 .広域連合票

調査区分 設問内容

取組体制等

⚫ 職種別職員数

⚫ 連携する関係機関、連携内容、連携状況、連携が図られ
ていない場合の課題

⚫ 連携結果

一体的実施の実
施・委託に向け
た取組状況

⚫ 市町村への委託状況

⚫ 市町村への働きかけ・支援

⚫ 未実施市町村の把握・広域連合が行う支援、国が行う支
援

⚫ 市町村の関係部局との直接対話

⚫ 一体的実施に関する研修会の開催

⚫ 市町村の人材に関する支援

⚫ 広域連合による市町村の健康課題等に関する分析

⚫ 市町村へ委託している保健事業の管理・運営等の状況
（目標や成果の設定状況）

⚫ 一体的実施の取組による効果

⚫ 広域連合による効果測定

⚫ 一体的実施の実施に向けた課題

ガイドライン等
の活用状況

⚫ 高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第2版、
補足版

⚫ 進捗チェックリストガイド

⚫ 「一体的実施・KDB活用支援ツール」の抽出条件の考え
方と保健事業への活用Ver.1

第３期DH計画の
策定

⚫ 標準化に向けた取組の内容（共通様式の活用、共通評価
指標の設定、方針等の市町村への説明・調整状況 等）

⚫ 標準化に向けた課題

⚫ 標準化に向けて今後実施予定の事項（共通評価指標を用
いた市町村の取り組みの評価・分析）

⚫ 他計画との調整 8

２ .都道府県票

調査区分 設問内容

体制 ⚫ 関係部署

広域連合・市町
村への
支援状況

⚫ 市町村への支援状況とその内容、広域連合との協働・
連携の状況

⚫ 具体的な支援内容

⚫ 広域連合に対する支援の課題、市町村に対する支援の
課題

⚫ 適正化計画に記載する予定の一体的実施関連の事項

広域連合が策定
する第３期DH
計画への支援

⚫ 支援内容、関与の状況

ガイドライン等
の活用状況

⚫ 高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第2版、
補足版

⚫ 進捗チェックリストガイド

⚫ 「一体的実施・KDB活用支援ツール」の抽出条件の考
え方と保健事業への活用Ver.1



令和５年度 一体的実施に係る実施状況調査の調査項目
市町村票
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２ .市町村票

調査区分 設問内容

取組体制等

⚫ 庁内組織体制、人員数

⚫ 庁内連携の状況

⚫ 関係機関との連携状況、連携内容、連携状
況、連携が図られていない場合の課題

実施の有無、計画状況

⚫ 実施の有無・実施予定時期

⚫ 事業の評価と見直し

⚫ 取組方針、位置づけ等

広域連合、都道府県、国保
連からの支援

⚫ 受けている支援・有効だった支援

⚫ 今後求める支援

⚫ 第3期データヘルス計画に基づく事業実施へ
の助言

後期高齢者質問票
の活用状況

⚫ 活用方法

⚫ データ化とデータ活用の状況

⚫ 活用していない理由

KDBの活用状況
⚫ 活用状況、活用方法、活用上の課題

⚫ 活用していない理由

ガイドライン等の活用状況

⚫ 高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドラ
イン第2版、補足版

⚫ 進捗チェックリストガイド

⚫ 「一体的実施・KDB活用支援ツール」の抽
出条件の考え方と保健事業への活用Ver.1

対象区分 設問内容

≪実施中≫
事業の実施状
況・成果の見

通し

⚫ 実施している事業の内容
（ハイリスク/ポピュレーション）

⚫ 対象者抽出方法

⚫ 実施体制

⚫ 実施上の課題

⚫ 目標の設定状況

⚫ 実施している事業の効果検証/評価の取組
状況

⚫ 一体的実施の実施による成果

⚫ 広域連合の実施方針との調整状況

⚫ 広域連合からの助言等の支援

≪準備中・
未予定≫

事業の準備・
検討状況

【共通設問】

⚫ 実施に向けた進捗状況と課題

【準備中市町村への設問】

⚫ 実施予定の事業の内容

⚫ 対象者抽出方法

⚫ 実施体制

【未予定市町村への設問】

⚫ 未受託の理由

⚫ 検討状況

⚫ 国保保健事業の実施状況

⚫ 地域支援事業の実施状況

⚫ 医療専門職の配置状況

⚫ 必要な支援

進捗状況

に応じて、

詳細を把握



一体的実施計画書・実績報告書の集計ツールの作成について

• 広域連合が管内市町村の状況を把握、事業評価に活用できるよう、市区町村から毎年提出される一体的実施計画書
および実績報告書を集計するツールを作成し、集計した結果を広域連合に提供する。

• 国・広域連合が状況把握や事業評価の分析に活用することを見据え、令和６年度から使用する一体的実施計画書と
実績報告書の様式の見直しを行う。

実施計画書・実績報告書

一体的実施を実施している市
町村が毎年決められた様式で

計画書・報告書を作成。

・
・
・

計画書・実績報告書の様式ごとに一覧表を作成

R2 R3 R4

管内市町村の取り組み状況を可視化、経年
変化等を把握しやすくすることで広域連合
にて事業の進捗管理や改善につなげる。

• 事業の計画や評価結果が自由記述形式である場合が多く、市町村の取り組みが詳細に数値として把握することができない。

• 市町村で様式を改変して提出している場合があり、一覧表作成時に機械的な処理で作成できない。

⇒ 自由記述形式を減らし、選択式や数値入力で報告できるような様式の見直しを実施する。

分析に使用する上での実施計画書・実績報告書の課題
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経済財政運営と改革の基本方針2023（令和５年６月16日 閣議決定）（抜粋）

医療ＤＸ推進本部において策定した工程表※４に基づき、医療ＤＸの推進に向けた取組について必要な支援を行いつつ政府

を挙げて確実に実現する。マイナンバーカードによるオンライン資格確認の用途拡大や正確なデータ登録の取組を進め、

2024年秋に健康保険証を廃止する。レセプト・特定健診情報等に加え、介護保険、母子保健、予防接種、電子処方箋、電子

カルテ等の医療介護全般にわたる情報を共有・交換できる「全国医療情報プラットフォーム」の創設及び電子カルテ情報の標

準化等を進めるとともに、ＰＨＲとして本人が検査結果等を確認し、自らの健康づくりに活用できる仕組みを整備する。その

他、新しい医療技術の開発や創薬のための医療情報の二次利活用、「診療報酬改定ＤＸ」による医療機関等の間接コスト等の

軽減を進める。その際、医療ＤＸに関連するシステム開発・運用主体の体制整備、電子処方箋の全国的な普及拡大に向けた環

境整備、標準型電子カルテの整備、医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策等を着実に実施する。

健康寿命を延伸し、高齢者の労働参加を拡大するためにも、健康づくり・予防・重症化予防を強化し、デジタル技術を活用

したヘルスケアイノベーションの推進やデジタルヘルスを含めた医療分野のスタートアップへの伴走支援などの環境整備に取

り組むとともに、第３期データヘルス計画を見据え、エビデンスに基づく保健事業※５を推進する。リハビリテーション、栄

養管理及び口腔管理の連携・推進を図る。全身の健康と口腔の健康に関する科学的根拠の集積・活用と国民への適切な情報提

供、生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）に向けた取組の推進、オーラルフレイル対策・疾病の重症化予防につ

ながる歯科専門職による口腔健康管理の充実、歯科医療機関・医科歯科連携を始めとする関係職種間・関係機関間の連携、歯

科衛生士・歯科技工士等の人材確保の必要性を踏まえた対応、歯科技工を含む歯科領域におけるＩＣＴの活用を推進し、歯科

保健医療提供体制の構築と強化に取り組む。また、市場価格に左右されない歯科用材料の導入を推進する。計画※６に基づき、

がんの早期発見・早期治療のためのリスクに応じたがん検診の実施や適切な時機でのがん遺伝子パネル検査の実施、小児がん

等に係る治療薬へのアクセス改善などのがん対策及び循環器病対策を推進する。

※４ 「医療ＤＸの推進に関する工程表」（令和５年６月２日医療ＤＸ推進本部決定）。

※５ 予防・重症化予防・健康づくりの政策効果に関する大規模実証事業を活用する。

※６ 「がん対策推進基本計画」（令和５年３月28日閣議決定）及び「循環器病対策推進基本計画」（令和５年３月28日閣議決定）。
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➢ 複合的なニーズを有する高齢者への医療・介護の効果的・効率的な提供等
・ 高齢者の心身機能の低下等に起因した疾病予防・介護予防

・ 医療・介護の連携を通じた効果的・効率的なサービス提供（例：骨折対策）

➢ 医療資源の効果的・効率的な活用
・ 効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療

（例：急性気道感染症・急性下痢症に対する抗菌薬処方）

・ 医療資源の投入量に地域差がある医療

（例：白内障手術や化学療法の外来での実施、リフィル処方箋（※））

（※）リフィル処方箋については、地域差の実態等を確認した上で必要な取組を進める。

第４期医療費適正化計画（ 2 0 2 4～ 2 0 2 9年度）に向けた見直し

計画の目標・施策の見直し

医療の効率的な

提供

➢ 特定健診・保健指導の見直し
⇒アウトカム評価の導入、ICTの活用など

➢ 重複投薬・多剤投与の適正化
⇒電子処方箋の活用

➢ 後発医薬品の使用促進
⇒個別の勧奨、フォーミュラリ策定等による更

なる取組の推進や、バイオ後続品の目標設定

等を踏まえた新たな数値目標の設定

➢ 保険者・医療関係者との方向性の共有・連携
• 保険者協議会の必置化・医療関係者の参画促進、医療費見込みに基づく計画最終年度の国保・後期の保険料の試算 等

➢ 都道府県の責務や取り得る措置の明確化
• 医療費が医療費見込みを著しく上回る場合等の要因分析・要因解消に向けた対応の努力義務化 等

医療費の更なる適正化に向けて、①新たな目標として、複合的なニーズを有する高齢者への医療・介護の効果的・効率的な提供

等を加えるとともに、②既存の目標についてもデジタル等を活用した効果的な取組を推進する。また、計画の実効性を高めるた

め、③都道府県が関係者と連携するための体制を構築する。

実効性向上のための体制構築

③

②既存目標に係る効果的な取組

健康の保持

の推進

➡ さらに、医療ＤＸによる医療情報の利活用等を通じ、健康の保持の推進・医療の効率的な提供の取組を推進

※ 計画の目標設定に際し、医療・介護サービスを効果的・効率的に組み合わせた提供や、かかりつけ医機能の確保の重要性に留意

⇒ 有識者による検討体制を発足させて、エビデンスを継続的に収集・分析し、

都道府県が取り組める目標・施策の具体的なメニューを追加

①新たな目標の設定
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高齢者の医療の確保に関する法律に基づく
高齢者保健事業の実施等に関する指針の改正について

第五 高齢者保健事業の実施計画（データヘルス計画）の策定、実施及び評価

高齢者の保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引きに記載した総合的な評価指標（共通評価指標）について追記を

行った。

三 事業の評価

事業の評価は、健康・医療情報を活用して、費用対効果の観点も考慮しつつ行うこと。なお、評価の際に用いる指標については、全国の広域連合に

おいて、次の総合的な評価指標（共通評価指標）を設定するほか、各広域連合独自の評価指標を設定して差し支えない。

１ 健康診査受診率

２ 歯科健診実施市町村数及び当該数が構成市町村数に占める割合

３ 質問票を活用したハイリスク者把握に基づく保健事業を実施している市町村数及び当該数が構成市町村数に占める割合

４ 次に掲げる者に対する保健事業（ハイリスクアプローチ）の実施市町村数及び当該数が構成市町村に占める割合

（一）低栄養の状態にある者

（二）口腔機能の低下のおそれのある者

（三）服薬（重複投薬・多剤投与等）に係る指導等を必要とする者

（四）身体的フレイル（運動機能の低下等のフレイルをいい、ロコモティブシンドロームを含む。５の（四）及び（五）において同じ。）の状態にある者

（五）重症化予防（糖尿病性腎症等の予防）に係る指導等を必要とする者

（六）健康状態が不明な者

５ 次に掲げる者に対する保健事業におけるハイリスク者数が各広域連合の被保険者数に占める割合

（一）低栄養の状態にある者

（二）口腔機能の低下のおそれのある者

（三）服薬（多剤投与又は睡眠薬投与）に係る指導等を必要とする者

（四）身体的フレイルの状態にある者

（五）重症化予防に係る指導等を必要とする者（血糖等管理が不十分な者、糖尿病等の治療を中断した者、基礎疾患を有し、かつ、身体的フレイルの

状態にある者または腎機能が低下し、かつ、医療機関を受診していない者）

（六）健康状態が不明な者

６ 平均自立期間 13



⚫ 健康診査の実施・レセプト等の電子化の進展・KDBシステム等の整備により、保険者が健康や医療に関する情報を活用して、
被保険者の健康課題の分析、保健事業の評価等を行うための基盤整備が進んできた。

⚫ こうした中、平成25年に閣議決定された「日本再興戦略」において全ての保険者にデータヘルス計画の策定が求められ、
以降、標準化の取組の推進や、評価指標の設定の推進が掲げられている。

保険者データヘルスの背景と経緯
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■背景

令和６年度～

令和11年度

平成25年6月

平成27年度～

平成29年度

平成30年度～

令和5年度

令和２年７月

令和3年12月

特定健康診査及び

後期高齢者に対する健康診査の実施

レセプトの電子化の進展

KDBシステム等の整備

⚫ 経済財政運営と改革の基本方針2020 骨太方針2020（閣議決定）

保険者のデータヘルス計画の標準化等の取組を推進する。

⚫ 日本再興戦略（閣議決定）

全ての健康保険組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づ

く加入者の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計

画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町

村国保が同様の取組を行うことを推進する。

⚫ 第1期データヘルス計画期間

■経緯

⚫ 第２期データヘルス計画期間

⚫ 新経済・財政再生計画 改革工程表2021（経済財政諮問会議）

保険者が策定するデータヘルス計画の手引きの改訂等を検討するとと

もに、当該計画の標準化の進展にあたり、保険者共通の評価指標やア

ウトカムベースでの適切なＫＰＩの設定を推進する。

⚫ 第３期データヘルス計画期間

データヘルス計画

レセプト・健診情報等のデータの分析に基づく効率的・効果

的な保健事業をＰＤＣＡサイクルで実施するための事業計画



広域連合におけるデータヘルス計画（PDCA）の特徴
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計画（Plan） 実施（Do）

［健康・医療情報等の分析］
多角的・複合的な視点に立ち、集団全体の健康
問題の特徴をデータから分析。
データの他、質的情報等も分析。

県内平均値との比較
全国平均値との比較
県内保険者・同規模保険者との比較
地区別の分析 性・年齢別の分析
疾病分類別の分析 経年比較

［健康課題の抽出・明確化］
分析結果を踏まえ、集団の優先的な健康課題を
選択。
どのような疾病にどのくらい医療費を要してい
るか、より高額な医療費の原因は何か、それは
予防可能な疾患なのか等を検討。

［目標の設定］
最も効果が期待できる課題を、重点的に対応す
べき課題として目標・対策を設定。

［保健事業対象の明確化］
抽出された課題や目標を十分に踏まえ、
支援方法・優先順位等を検討し、保健
事業を選択、優先順位付けて実施。

健診未受診者
メタボ該当者・予備群
生活習慣病重症化予防対象者
性・年齢別特定健診・特定保健指導
の実施結果
質問票調査の結果
性・年齢別健診有所見者状況

［効率的・効果的な保健指導の実施］
保健事業の対象とする個人を適切に抽
出。
外部有識者等との連携・協力体制を確
保。
対象者のライフスタイルや行動変容の
準備状態にあわせた学習教材を用意。
確実に行動変容を促す支援を実践。

＜より効率的・効果的な方法・内容に改善＞

［現状の整理］
これまで実施した保健事業の考察。

評価（Check）

[ストラクチャー評価（構造）]
保健事業を実施するための
仕組みや体制の評価。

（指標：事業運営状況の管理体
制の整備等）

[プロセス評価（過程）]
事業の目的や目標の達成に

向けた過程（手順）や
活動状況を評価。

（指標：必要データの入手等）

[アウトプット評価（実施量）]
目的・目標の達成のために

行われる事業の結果を評価。
（指標：保健指導実施率等）

[アウトカム評価（結果）]
事業の目的や目標の達成度、
また成果の数値目標を評価。
（指標：健診結果、医療費の

変化等）

改善（Action）

検証結果に基づく、課題解決に向けた計画の修正。
健康課題をより明確にした戦略的取組の検討。

検査データの改善度、行動目
標の達成度、生活習慣の改善
状況等を評価。

出典：国保中央会 国保・後期高齢者ヘルスサポート事業ガイドライン（令和２年６月改訂版） 高齢者医療課にて一部改変

⚫ 広域連合におけるデータヘルス計画の場合、計画・評価・改善（P・C・A）は広域連合、保健事業の実施（D）は 市町村
（広域連合から市町村への委託）となっていることが多く、計画策定等と保健事業の実施の主体が異なる。

広域連合からの委託を受け
て、市町村が実施する場合
が多い

計画期間：６年（通例）
※他の保健医療関連の計画と
の計画期間を考慮することと
されている。



⚫ 後期高齢者の保健事業については、高齢者保健事業のデータヘルス計画策定の手引きに係るワーキンググループ及びデータ
ヘルス計画(国保・後期）の在り方に関する検討会における議論を踏まえ、令和５年３月30日に「高齢者保健事業の実施計
画（データヘルス計画）策定の手引き」を策定したところ。

⚫ また、今回の見直しにおいては、標準化に向けて、総合的な評価指標としての共通評価指標の設定とともに、健康課題解決
につながる計画を策定するための考え方のフレームとして、計画様式の提示等を行った。

第３期データヘルス計画について

16
出典：東京大学未来ビジョン研究センター
「都道府県による第3期データヘルス計画策定支援について」

データヘルス計画 標準化の要素

■健康課題解決につながる計画を策定するためのフレーム（構造的な計画様式）

Ⅰ 基本的事項
シート

Ⅱ 健康医療情
報等の分析と
課題シート

Ⅲ 計画全体
シート

Ⅳ 個別
Ⅳ 個別

Ⅳ 個別事業
シート

Ⅴ その他シート
（公表･周知･情
報の取扱い等）

■データヘルス計画の標準化のねらいと対応

○ 計画策定や保健事業運営の負担が軽減され
るだけでなく、共通の評価指標を用いること
で実績を比較可能とする。

○ 効果的な保健事業（方法・体制）をパター
ン化することにより、事業効果を向上させる。

・策定段階での考え方のフレーム
の提示

・総合的な評価指標としての共通
評価指標の設定

・総合的な評価指標と個別事業の
提示

・個別事業の評価指標例をアウト
プット・アウトカムに区分

・総合的な評価指標に関し、確認
すべきデータの提示



第３期データヘルス計画の評価指標等について
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評価指標 設定のポイント

○ 広域連合が既存のデータベースシステム又は統計で確認できる

総合的な評価指標
（共通評価指標）

健診受診率

歯科健診実施市町村数・割合

質問票を活用したハイリスク者把握に基づく保健事業を実施している
市町村数・割合

アウト

プット

以下の保健事業（ハイリスクアプローチ）の実施市町村数・割合

・低栄養

・口腔

・服薬（重複・多剤等）

・重症化予防（糖尿病性腎症）

・重症化予防（その他 身体的フレイルを含む）

・健康状態不明者対策

※各事業対象者の抽出基準は問わない

アウト

カム

平均自立期間

ハイリスク者割合(一体的実施支援ツールの抽出基準に該当する者の割合)

・低栄養

・口腔

・服薬（多剤）

・服薬（睡眠薬）

・身体的フレイル（ロコモ含む）

・重症化予防（コントロール不良者）

・重症化予防（糖尿病等治療中断者）

・重症化予防（基礎疾患保有＋フレイル）

・重症化予防（腎機能不良未受診者）

・健康状態不明者対策

策定の際に確認が必要なデータ例※

１人当たり医療費

１人当たり医療費（入院）

１人当たり医療費（外来）

１人当たり医療費（歯科）

１人当たり医療費（調剤）

疾病分類別医療費

介護給付費

上手な医療の
かかり方

後発医薬品の使用割合

重複投薬患者割合

個別事業（一体的実施）の
評価指標例

低栄養
重症化予防

（糖尿病性腎症）

口腔
身体的フレイル
（ロコモ含）

服薬（多剤） 健康状態不明者対策

健診の対象外とする者の設定が統一されていない
⇒ 対象外の者について設定し、分母を統一する。

※広域連合による保健事業の実施以外の要因
が大きいこと等により、共通の評価指標とし
て設定しないが、各広域連合が評価指標とし
て設定することも差し支えない。

※各広域連合が、上記以外の評価指標を設定することも差し支えない。



一体的実施・KDB活用支援ツール（概要）

⚫ 一体的実施の推進には、KDBシステム等を活用し、地域の健康課題の適切な分析・見える化、データ分析に基づく保健事業
の提案、対象者抽出を含む効果的な事業展開（評価指標の標準化）等を実施していくことが求められるが、KDBの活用にお
いては、KDBシステムの機能の理解、データの活用等が課題として挙げられている。

⚫ 「一体的実施・KDB活用支援ツール」を開発し、事業の対象者リストを自動作成する等により業務の簡素化・標準化を図り、
広域連合・市町村における一体的実施の推進を支援する（令和４年３月末に配布）。

KDBシステム

一体的実施・
KDB活用支援ツール ①抽出目的の選択

②抽出条件の設定

対象者
リスト

③CSV出力

1 一体的実施・KDB活用支援ツールのイメージ

広域連合・市町村

国保連合会

２ 抽出される支援対象者と支援の目的

１ 低栄養 低栄養状態の可能性のある者を抽出し、低栄養防止の取組につなげる ６

重症化
予防

血糖・血圧コントロール不良かつ薬剤処方がない者を医療機関受診につな
げる

２ 口腔
オーラルフレイル・口腔機能低下者を抽出して歯科受診につなげ、口腔機
能低下防止を図る

７
糖尿病、高血圧症で薬剤を中止している者に対して健康相談を行い、健診
受診につなげる

３
服薬

(多剤)
多剤投薬者を抽出し、服薬指導・服薬支援につなげることで、残薬を減ら
すとともに、転倒等の薬物有害事象を防止する

８
糖尿病等の基礎疾患があり、フレイル状態にある者を抽出、通いの場等の
介護予防事業につなげる

４
服薬

(眠剤)
睡眠薬服用者を抽出し、服薬指導・服薬支援につなげることで、残薬を減
らすとともに、転倒等の薬物有害事象を防止する

９
腎機能不良かつ医療機関への受診がない者に受診勧奨を行い、透析を予防
する

５
身体的

フレイル
(ロコモ含)

身体的フレイル（ロコモティブシンドローム含）のリスクがある者を抽出
し、予防につなげる

10
健康状態
不明者

健康状態不明者に対するアウトリーチ等により健康状態等を把握し、必要
な支援を行う

※抽出条件は、政策科学推進研究事業「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施推進に係る検証のための研究」（研究代表者：津下一代）により
検討したものを規定値として使用。

※同研究にて、抽出根拠や活用法をまとめた解説書を作成し、提供（2022年２月）。

【画面と操作のイメージ】

①抽出目的の選択
②抽出条件の設定

③CSV出力

※抽出条件は可変
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（一体的実施の横展開事業）



総合的な評価指標（共通評価指標） 参 考【令和５年度に作業する場合】

最終
目標 重点的な取組 共通指標 分母 分子 確認方法

在
宅
で
自
立
し
た
生
活
が
お
く
れ
る
高
齢
者
の
増
加

■健康診査・歯科健診
の実施

■ハイリスク者の把握
（スクリーニング）

健診受診

被保険者数
（R４年４月1日時点）
－対象外者数

（R４年４月～R５年３月）
▸対象外者

健診除外告示第５号及び
第６号に該当する者

健診受診者数
（R４年４月～R５年３月）

広域連合による把握

歯科健診実施市町村数・割合 全市町村数
（R５年３月31日時点）

実施市町村数
（R５年３月31日時点）

広域連合による把握
各市町村が提出する
後期高齢者医療制度
実施状況調査

質問票を活用したハイリスク者把握に基
づき保健事業を実施している市町村数・
割合

全市町村数
（R５年３月31日時点）

実施市町村数
（R５年３月31日時点）

広域連合による把握

■生活習慣病等の重症化
予防

・服薬
・コントロール不良者
・糖尿病等治療中断者
・基礎疾患保有＋フレイル

（ロコモを含む）
・腎機能不良未受診者

■高齢による心身機能の
低下防止

・低栄養
・口腔
・身体的フレイル
・健康状態不明者対策

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

実施市町村数・割合
・低栄養
・口腔
・服薬（重複・多剤等）
・重症化予防（糖尿病性腎症）
・重症化予防

（その他 身体的フレイルを含む）
・健康状態不明者対策

全市町村数
（R５年３月31日時点）

実施市町村数
（R５年３月31日時点）

広域連合による把握
各市町村が提出する
一体的実施の事業実施
計画書

ア
ウ
ト
カ
ム

平均自立期間
令和5年度（累計）

※算出に使用する統計情報の調査期間は令和3年となる
KDBシステム
「地域の全体像の把握」

ハイリスク者割合
・低栄養
・口腔
・服薬（多剤）
・服薬（睡眠薬）
・身体的フレイル（ロコモ含む）
・重症化予防（コントロール不良者）
・重症化予防（糖尿病等治療中断者）
・重症化予防

（基礎疾患保有＋フレイル）
・重症化予防（腎機能不良未受診者）
・健康状態不明者対策

被保険者数
（R４年４月1日時点）

一体的実施・KDB活用支援ツール
の基準該当者数
（R４年４月～R５年３月）

※服薬（多剤）については、
「R4年５月診療分」を指定。

分子は一体的実施・KDB
活用支援ツールによる把
握

※R5年の12月にR4年度の健診情報の格納が完了するため、健診情報が抽出基準に含まれるものについて
は、 事前にR3年度の実績を参照して実態を確認しておくなどの工夫をしつつ、 R５年12月以降にハイリ
スク者の抽出を行うことが必要。

※ 健康診査事業の対象者について
は、令和5年4月６日付け事務連絡
「令和6年度以降における後期高齢
者医療制度事業費補助金の交付対象
となる健康診査事業の対象者等の取
扱いについて」（厚生労働省保険局
高齢者医療課）において、整理済み

⚫高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施支援者研修会（令和5年5月開催）においてデータヘルス計画策定に
関する説明を行うとともに、共通評価指標の算出方法やその他全国値等データの参照先について提示した。
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令和５年5月23日 一体的実施支援者研修会資料



健診受診率の算出方法の統一について

20

⚫ 令和５年４月６日付け事務連絡
※

において、令和６年度以降の後期高齢者医療制度事業費補助金の交付対象となる
健康診査事業の対象者について、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準に準じ、特定健診の除外対象
者と同一とすることとしている。

⚫ 「健診受診率」については、データヘルス計画における共通評価指標とされたが、その対象者や算出方法を全国的
な比較が可能となるよう、データヘルス計画における「健診受診率」の算定方法について統一し、令和６年度以降、
国がデータヘルス計画策定後の報告等を求める際には、当該算出方法による結果を報告いただくこととする。

なお、現行の各広域連合独自の抽出基準及び算出方法により健診受診率のデータを継続して把握し、過去の実績との経年変化を行うことは可能。

＜算出方法＞
健診受診者数

被保険者数－対象外者数（健診除外告示第５号＋第６号）

<分母にかかるデータ> <分子にかかるデータ>

○被保険者（前年４月１日時点）

○対象外者数（健診除外告示第５号及び第６号に該当する者）

健診除外告示第５号（長期入院者）
（ＫＤＢで該当年４月分を抽出 ←２月診療分を反映）

ＫＤＢにおける６ヶ月以上入院者のレセプト一覧
（前年度）（厚労省様式２－１）にて把握した数値

健診除外告示第６号（施設入所者）
市町村（主に介護保険部門）に協力を頂き、施設入所
者リスト等から把握した施設入所者数の報告を求める。
「施設」入所者については、該当施設のうち可能な範囲で
把握し、市町村から広域に報告をすることを求める。
なお、市町村の把握方法及び集計時点等は不問。

【確認方法（①または②）】
① 市町村が把握可能な範囲で独自に確認。
② 市町村がＫＤＢを活用して確認。なお、ＫＤＢでは、介護

老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・
介護医療院・特定施設に入所している場合が把握可能。

○実際の健康診査受診者数
（前年４月～該当年３月）

健康診査事業の対象者の整理に
基づき把握。

＜施設とは＞
・障害者支援施設
・児童福祉施設
・国立重度知的障害者総合施設
のぞみの園

・養護老人ホーム
・有料老人ホーム
（サービス付高齢者向け住宅を除く)
・軽費老人ホーム
・特別養護老人ホーム
（介護老人福祉施設）

・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院

※ 令和５年４月６日付け事務連絡「令和6年度以降における後期高齢者医療制度事業費補助金の交付対象となる健康診査事業の対象者等の取扱いについて」（厚生労働省保険局高齢者医療課）

健診受診率 ＝

令和５年5月23日 一体的実施支援者研修会資料



個別事業（一体的実施）の評価指標例
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服薬指導（多剤） 口腔 身体的フレイル（ロコモ含む）

アウト
プット

• 支援対象者のうち、支援できた者の人数・
割合

• 支援対象者のうち、支援できた者の人数・
割合

• 支援対象者のうち、支援できた者の人
数・割合

アウト
カム

• 介入前後３ヶ月の受診状況（受診医療機関
数、受診回数）

• 介入前後３ヶ月の処方薬剤数が15剤以上の
人数、割合

※特定の月のみ多い・少ないという状況も想
定されるため、介入前３月分と、介入後３月
分を評価することが重要

• 歯科医療機関の受診状況

• 後期高齢者の質問票（４咀嚼「はい」・５
嚥下「はい」）と回答した者の人数、割合

• （介入者のうち、誤嚥性肺炎の既往がある
者については）介入１年後の誤嚥性肺炎の
罹患状況

• １年後の要介護認定の状況

• 適切なサービス（専門職、地域支援事業
等）へつながっている人数、割合

• 後期高齢者の質問票（①健康状態「４、
５」かつ⑦歩行速度「はい」または⑦歩
行速度「はい」かつ⑧転倒の該当者「は
い」）と回答した者の人数、割合

• １年後の要介護認定の状況

低栄養 糖尿病性腎症重症化予防 健康状態不明者対策

アウト
プット

• 支援対象者のうち、支援できた者の人数・
割合

• 支援対象者のうち、支援できた者（個別支
援・受診勧奨）の人数・割合

• 支援対象者のうち、現状把握ができた者
の人数・割合

• 医療・介護等の支援へつなぐ必要がある
と把握された者の人数

アウト
カム

• 体重が維持(±0.9kg)・改善(＋1kg)できた者
の人数・割合

• 低栄養傾向（BMI 20以下）の者の人数、割
合

• １年後の要介護認定の状況

• 受診勧奨事業：対象者のうち、受診した
者（服薬治療を開始した者、傷病名＋
（検査、生活習慣病管理料）等で受診が
確認できた者）の人数、割合

• 治療中断者のうち健診又は受診につな
がった者（服薬治療を再開した者、傷病
名＋（検査、生活習慣病管理料）等で受
診が確認できた者）の数・割合

• HbA1ｃ≧8.0％の人数、割合の変化
• SBP≧160orDBP≧100以上の割合の変化

• 健診受診した者の人数・割合
• 医療・介護サービス等が必要と判断され

る者のうち、医療・介護サービス等につ
ながった者の人数・割合

令和５年5月23日 一体的実施支援者研修会資料



個別事業（一体的実施）のアウトカム指標の評価方法（例）（1／2）

⚫ 個別事業における取組（一体的実施）の評価について、指標例ごとに対象者全体（分母）、その評価をするための
確認方法と評価にあたってのベースラインについて示す。

⚫ KDB・KDB活用支援ツールで把握が難しい場合は、市町村に直接確認の上で個別事業の結果について把握し、評価
を行う必要がある。

指標例 対象者全体（分母） ベースライン値 確認方法

低
栄
養

体重が維持(±0.9kg)・改善(＋1kg)で
きた者の人数・割合

面談が完了できた者 初回面談時の測定値 最終面談時（または聞き取り）の測定値

低栄養傾向（BMI 20以下）の者の人数、
割合

面談が完了できた者 初回面談時のBMI20以下の者
最終面談時のBMI20以下の者
（身長は推測でも可）

１年後の要介護認定の状況 面談が完了できた者 抽出時の要介護認定状況 抽出から１年後のKDB等における要介護認定状況

糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防

受診勧奨事業：対象者のうち、受診し
た者（服薬治療を開始した者、傷病名
＋（検査、生活習慣病管理料）等で確
認できた場合）した者の人数、割合

面談が完了できた者
初回面談時に受診している者、
受診率

KDB等における最終面談時の受診状況

治療中断者のうち健診又は受診（服薬
治療を再開した者、傷病名＋（検査、
生活習慣病管理料）等で確認できた場
合）につながった者の数・割合

面談が完了できた者 初回面談時の治療再開率 KDB等における最終面談時の受診状況

HbA1ｃ≧8.0％の人数、割合 面談が完了できた者
初回面談時のHbA1ｃ≧8.0％
の人数、割合

介入者の次年度健診結果で、HbA1c≧8.0％の人数、
割合

SBP≧160orDBP≧100以上の割合 面談が完了できた者
初回面談時の
SBP≧160orDBP≧100以上
の人数、割合

介入者の次年度健診結果で、SBP≧160orDBP≧100
以上の人数、割合

健
康
状
態

不
明
者
対
策

健診を受診した者の人数・割合 介入が完了できた者 初回介入時の人数、受診率 KDB等における最終介入後の健診受診状況

医療・介護サービス等が必要と判断さ
れる者のうち、医療・介護サービス等
につながった者の人数・割合

面談が完了できた者のうち、
医療・介護サービス等が必要
ないと判断される者は分母か

ら除外

初回面談時の医療・介護利用
人数、率

KDB等における最終面談後の医療・介護利用状況

参考

令和５年5月23日 一体的実施支援者研修会資料
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個別事業（一体的実施）のアウトカム指標の評価方法（例）（２／2）
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指標例 対象者全体（分母） ベースライン値 確認方法

服
薬
指
導

（
多
剤
）

介入前後3ヶ月の受診状況（受診医療
機関数、受診回数）

面談が完了できた者 初回面談時の受診状況 KDB等における最終面談時の受診状況

介入前後３ヶ月の処方薬剤数が15剤
以上の人数、割合

面談が完了できた者
初回面談時の処方状況が基準
以上の者

KDB等における最終面談時の処方状況
※基準は市町村ごとに異なるため留意が必要。

口
腔

歯科医療機関の受診状況 面談が完了できた者
初回面談時の12ヶ月以内の歯
科受診率

KDB等における最終面談時の歯科受診状況
（歯科レセプトがある者）

後期高齢者の質問票（４咀嚼「は
い」・５嚥下「はい」）と回答した
者の人数、割合

面談が完了できた者
初回面談時の質問票４または
５の回答「はい」の者

最終面談時の質問票４または５の回答「はい」の回
答状況

介入者のうち、誤嚥性肺炎の既往が
ある者の介入１年後の誤嚥性肺炎の
罹患状況

面談が完了できた者
初回面談時の誤嚥性肺炎既往
歴ありの者

抽出から１年間の誤嚥性肺炎罹患者数
（医科レセプト等で確認）

１年後の要介護認定の状況 面談が完了できた者 抽出時の要介護認定状況 KDB等における抽出から１年後の要介護認定状況

身
体
的
フ
レ
イ
ル
（
ロ
コ
モ
を
含
む
）

適切なサービス（専門職、地域支援
事業等）へのつながっている人数と
割合

面談が完了できた者

リスト該当者から要介護・要
支援者を除いた人数のサービ
ス（専門職支援、地域支援事
業等）利用者数（割合）

最終面談時に適切なサービスにつながった人数（割
合）

後期高齢者の質問票（①健康状態
「４、５」かつ⑦歩行速度「はい」
または⑦歩行速度「はい」かつ⑧転
倒の該当者「はい」）と回答した者
の人数、割合

面談が完了できた者

初回面談時の質問票①健康状
態「４、５」かつ⑦歩行速度
「はい」または⑦歩行速度
「はい」かつ⑧転倒の該当者
「はい」の者

最終面談時の質問票健康状態「４、５」かつ⑦歩行
速度「はい」または⑦歩行速度「はい」かつ⑧転倒
の該当者「はい」と回答した者

１年後の要介護認定の状況 面談が完了できた者 抽出時の要介護認定状況 KDB等における抽出から１年後の要介護認定状況

参考

令和５年5月23日 一体的実施支援者研修会資料



第３期データヘルス計画策定の進捗状況について
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⚫ 令和５年７月に全後期高齢者医療広域連合に対し、本年７月末現在での第３期データヘルス計画の進捗状況等につ
いて調査を行い、その実態等について把握した。

⚫ 調査の結果、全ての後期高齢者医療広域連合においてデータヘルス計画策定の取組を開始されており、「計画様式
に則して、現状把握のためのデータの把握が概ね完了した」が60％と最も多かった。

はい
35

74%

いいえ
12

26%

Q：データヘルス計画策定において困っていることがあるか

Q：データヘルス計画策定の進捗状況（７月末時点）について

➢ データヘルス計画策定については、広域連合において現状分析から

実施している場合や業務委託している場合など、方法や進捗は様々

であるが、全ての広域連合において策定作業が進められていた。

➢ 困っていることとして具体的な回答内容は以下のとおり。

○ 進捗状況の管理・方針決定のしかた

○ マンパワー不足

○ 目標（値）等の設定

○ 他計画との調整

○ その他（市町村への説明のしかた）

１ データ収集中
12

25%

２ データ把握完了
28

60%

３ 現状のアセス
メント完了

5
11%

４ 素案作成完了
1

2%

５ 素案の調整・諮問中
1

2%

１ 現状把握のためのデータを収集中

２ 計画様式に則して、現状把握のためのデータの把握が概ね完了した

３ 計画様式に則して、現状にかかるデータに基づき、アセスメントが概ね完了した

４ 計画様式に則して、目標値の設定や保健事業の具体的な計画の素案が概ね完了した

５ 素案について、関係各所との調整を行うとともに必要な会議に諮っている


